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介護
高齢者

近所のお年寄りが
心配だわ…

介護予防や地域の活動に関心がある。
ボランティア活動について知りたいなぁ。

介護保険って？
どうやって使うの？

どんな福祉サービス
があるの？

閉じこもりがちで
もの忘れが増えた

ひとり暮らしの親の
ことが気がかり

最近つまづきやすく
なったなぁ…

後期高齢者のオーラルフレイル（お口の衰え）と歯科健診のご案内

障害のある方を対象としたＮＨＫ放送受信料免除について

【問】障害福祉課　☎(0879)26-9903　ＮＨＫ高松放送局　☎（087）825-0150

　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元
気で自立した生活が長く送れるように、体操や認知症
予防のレクリエーションを楽しみながら、介護予防が
できる教室を開催しています。（どなたでも自由に参加できます）

介護をしている方へ
ひとりで介護を頑張りすぎていませんか。
介護の悩みをひとりで抱え込むうちに、虐待に発展して
しまうことがあります。
地域包括支援センターでは、介護の負担やストレスを
軽減するための情報提供やサービスの紹介をします。

いきいき健康教室日程いきいき健康教室日程

12月　5日(木)

12月11日(水)

12月12日(木)

12月13日(金)

12月17日(火)

12月19日(木)

12月23日(月)

12月24日(火)

12月27日(金)

寒川ふれあいプラザ

大川公民館

辛立文化センター

神前体育館２階

鴨部ふれあいプラザ

志度保健センター2階

みろくふれあい市場内
コミュニティセンター

小田ふれあいプラザ

多目的研修集会施設（鶴羽）

津田保健センター2階

時間：午前10時から11時30分

○憩いの場（どなたでも自由に参加できます）
地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集える場と
して、参加者と一緒に体操や歌、脳トレゲーム等を行って
います。

地元で活動する“介護予防サポーター”を
ご存知ですか？

“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康
づくりを通して、一緒に楽しい時を築き、人と
寄り添い、地域を支える存在」です。
地域の皆様からの、お話ボランティアや出
前講座のお申し込みをお待ちしています！

介護予防サポーター活動紹介介護予防サポーター活動紹介

12月16日(月)  長尾保健センター
時間：午前１0時から11時30分

12月19日(木) 寒川ふれあいプラザ

時間：午後１時30分から3時

【問】さぬき市地域包括支援センター　☎（0879）26-9931
【問】さぬき市地域包括支援センター

☎（0879）26-9931

【問】さぬき市地域包括支援センター　☎（0879）26-9931

こんにちは 「地域包括支援センター」ですこんにちは 「地域包括支援センター」です

○お話ボランティア（津田地区）
外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑顔
で楽しい時間を過ごしています。

○出前講座（市内全地区）
自治会やサロン等から依頼を受けて、介護予防のお話や
歌、体操、ゲーム等を皆さんと一緒に楽しみます。

元気な

うちから

介護予防
!12月　6日(金)

12月10日(火)

12月16日(月)

12月20日(金)

志度公民館 末分館

鴨庄ふれあいプラザ

造田ふれあいプラザ

志度武道館2階

時間：午後1時30分から3時

放送受信料の免除基準内容

　申請の手続きについては、障害者手帳と印鑑（認印）を持参の上、市の窓口（障害福祉課または生活環境課）で申請してください。
　なお、現在、既に放送受信料が免除されている方で、免除の内容に変更が無い場合は、申請の手続きの必要はありません。

最近、よく耳にする「フレイル」とは、高齢になり心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態をいいますが、
筋力などの身体機能の低下より先に、社会参加など他者との交流が減ったり、口の機能が衰える「オーラルフレイル」から始まります。

～「オーラルフレイル」に早く気づくためにも歯科健診は重要です～
歯科健診は、歯の本数や状態、歯周病のチェックをするだけでなく、食べ物を噛む力や飲みこむ機能、舌、口唇を使って食べ物を
取り込む機能の低下なども調べます。
なお、75歳および80歳の方を対象に6月末にご案内している、後期高齢者の歯科健診の受診期限は令和2年2月末までとなっ
ています。まだ受けられていない方は、この機会にぜひ受診してください。
【受診時の持参物：①被保険者証、②受診券、③健診票、④問診票】
※②～④については6月末発送の案内に同封しています。
※受診券等の再交付が必要な方は香川県後期高齢者医療広域連合までご連絡ください。

対象 適用条件

公的扶助受給者

市町村民税非課税の
身体障害者

市町村民税非課税の
知的障害者

市町村民税非課税の
精神障害者

社会福祉施設等入所者
視覚・聴覚障害者
重度の身体障害者

重度の知的障害者

重度の精神障害者
重度の戦傷病者

身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度（1級または2級）の方が、世帯主で受信契約者の場合

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度（1級）の方が、世帯主で受信契約者の場合
戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所されている場合

視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

全
額
免
除

半
額
免
除

●生活保護法に規定する扶助を受けている場合
●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税（特別区民税含む）非課税の
場合
所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉セン
ターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村
民税（特別区民税含む）非課税の場合

所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉
センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税（特別区民税含む）
非課税の場合

（平成31年4月1日現在）
75歳・80歳の方限定
歯科健診受診券等の受取

歯科へ予約の電話
（案内に同封の実施機関一覧に記載
されている医療機関に限ります）

健診票・問診表
に記入

受　診
（期限：２月末）

健診は無料！
治療は有料！

【問】香川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎（087）811-1866

高齢者虐待を防ぐためにできること

まず相談＆連絡を！
【問】さぬき市地域包括支援センター（長寿介護課内）

場所：さぬき市寒川町石田東甲935番地1　☎（0879）26-9931

地域のみなさんへ
高齢者虐待を防ぐためには、周囲が早めに気づき、相談
窓口につなげることが大切です。
虐待なのかどうかを判断できなくてもかまいません。
「虐待になる前」に相談することが大切です。
相談者についての情報は守られます。

高齢者の相談窓口です
こんな時はご連絡ください

生活の中で相談したいことはありませんか？

オーラルフレイル Q&Aより引用　著者：平野浩彦・飯島勝矢・渡邊裕

以上のことに
気をつけて、
健康長寿を
目指しましょう

オーラルフレイルにつながる
些細な変化を見逃さないで


